
再演！憲法ミュージカル（弁護士　牧野　丘）
弁護士　牧野　丘

１９９３年から２００２年の１０年間、毎年県内各地で上演した憲法ミュージカル。
出演者は公募により集まった市民１００名。演出音楽振付はいずれもプロの手によるものでした。
毎年その時代にマッチしたテーマをとりあげましたが、その舞台は「憲法」の名からはおよそ想像しがたい音と光にあふれる叙情と迫力豊
かなものでした。

これを企画したのは、その当時、海外に軍隊を派遣して活動させるPKO法は憲法違反の可能性が高いというのに、成立した直後の国政選
挙で憲法が全く争点にならなかったこと。
この国では、憲法は社会のものさしにはなっていないのか！と思ったからです。
既に護憲と決めている人とではなく、そう決めていない人と共に憲法を考えたい、そう考えて舞台を作ることを志しました。

あれから２０年余り。
あの時以上に深刻な時代が身近に迫っています。
政府の暴走を抑えるための憲法を、政府がいいように解釈し、憲法違反ではないと強弁しています。加えて憲法自体を変えて、もっと政府
が好きなように市民をコントロールできる案も提案されています。
本当に今の憲法は価値がないのか。
私たちは、再びこのことを世の中に問いたいと思います。

当時の出演者の皆さんが、そう決意して準備が始まりました。
あの時は私たち弁護士たちが準備の中心でしたが、今回は、その当時の出演者の皆さんです。

来年５月２０日と２１日にさいたま市の埼玉会館で、翌週には東京都立川市で上演されます。ぜひご注目ください。そしてぜひご参加くだ
さい。

相続法が変わる？（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

介護をしたことは相続で反映されるのですか？
相続のご相談でよく受けるご質問です。
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被相続人の介護に費やした労力を、相続でどう反映するかは大きな問題です。
寄与分制度で一定の評価をすることにはなっていますが、必ずしも十分ではないというのが多くの方の印象かもしれません。

さらに問題になるのは、非相続人（典型的には「長男の嫁」）が被相続人の介護をおこなってきた場合の解決です。
長男の嫁は相続人ではありませんから、寄与分の主張はできません。
長男の補助者とみて長男の寄与分の中で処理するケースもありますが、長男が死亡していて代襲相続する子もいない場合にはどうするのか、
問題が残ります。

この点について、現在検討されている相続法改正の中間試案では、非相続人でも介護に貢献した人は、相続人に対して金銭請求ができると
いう制度が盛り込まれました。
とても大きな制度変更ですが、介護問題の重要性を示しています。

中間試案ではほかにも、婚姻期間の長い配偶者の法定相続分を増やしたり、遺言制度を改正することなども提案されています。
この夏、法務省が中間試案について意見公募をおこないます。
皆さんもご意見を届けてはいかがでしょうか？

ベルギーに行ってきました（弁護士　髙木　太郎）
弁護士　髙木　太郎

成田から隣国のオランダまで１１時間余り。オランダからベルギーへは国内旅行の感覚です。飛行時間３０分ほど。
九州より少し狭い国土に１１００万人。首都ブリュッセルは人口１１５万人程度。

ベルギーの空港では、迷彩服の国軍兵士が二人ひと組で警備。自動小銃がかなり異様です。テロの影響でしょうか。
空港から市内へは国鉄（なつかしい響き）で２５分。切符はクレジットカードで購入する自動販売機のみ、改札もないので、右往左往しま
した。
ブリュッセル市内でも自動小銃の兵士。街中を歩く人は、アフリカ系、欧州系、中東系が各３分の１という感じ。

午後８時、まだ明るい中、シャッターの下りた中心街で軒下で野宿しようとする家族が多いのも驚きでした。
一方で、広場が多く、散歩し、くつろぎ、ビールを飲む人も多い。日曜日は商店は休み。平日でも午後６時に閉まるのは常識。コンビニが
たまに午後８時か９時まで開いているとホッとします。
街歩きだけでも日本との違いにビックリ。あくせく働かないために何が必要か、ちょっと考えさせられました。
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戦後雑感（弁護士　宮澤　洋夫）
宮澤弁護士が事務所ニュース第５７号（２００５年８月発刊）より、戦後憲法について語っているものを抜粋しました。
宮澤弁護士の戦中戦後の話は、私たち若者に平和とは何かを考える機会を与えてくれます。最近は毎日ではありませんが事務所に来て、
元気な姿を見せてくれています。

戦後雑感
弁護士　宮澤　洋夫

大東亜戦争末期、日本軍の沖縄戦玉砕後米軍航空機による本土攻撃は激しくなり、共に航空訓練中、米艦載機の来襲を受けて戦傷死を遂げ
た同期生も含まれていた。

戦後、同期生は転進し、各界において復興と繁栄に少なからず寄与し、自衛隊の構築に指導的役割を果たしている。
その締め括りと戦後の終焉を共感した。

戦後の憲法の制定により、主権在民、国際協調、戦争放棄、人権尊重を国是として、国民の努力により戦後復興と驚異的発展が遂げられた
が、国際環境の変化とりわけアジア地域の激変に対応し、「国の在り方」「防衛の在り方」が問われている。

戦後憲法の選択が誤っていたとは思えない。
自衛隊の専守防衛の理念もその反映である。
しかし乍ら、国際貢献についての対応は単絡拙劣とも評価すべき状態にあり、国民には殆ど知らされていない。
憲法論議の前に叡知を盡した検討と対応が望まれる。

入院してしまいました（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

私はこれまで入院の経験がなかったのですが，ついに入院してしまいました。

この２月５日の夜８時過ぎ，帰宅後，入浴中，突然バランス感覚がおかしくなり，ちょうど，帰宅した妻が，救急車をよびました。救急隊
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員の方が着いた頃には，私の左半身の感覚は無く，大宮日赤の救急病棟に搬送され，即，入院となりました。

入院直後は，上半身を起こすことさえできませんでした。担当医の話では，幸いにも出血部位が運動部位を１センチずれて，直撃していな
かった。
出血がもう少し広がっていたら，生命がなくなっていただろう，今後のリハビリによっては，五体満足に動けるようになるだろう，とのこ
とでした。治療は，薬によるもので済みました。

その後，リハビリ入院生活が続く中，私の体調も徐々に良くなり，６月６日に退院することができました。

今は，完全復活に向けて自宅でリハビリ療養中です。多くの方々からの暖かい励ましが私の心の支えとなり，リハビリに頑張ってこれまし
た。
ありがとうございます。

平和な生活（弁護士　南木　ゆう）
弁護士　南木　ゆう

昨年第一子を出産し、仕事中心だった生活が一気に子供中心になりました。

子供の成長は早いもので、ゴロゴロと寝てばかりだった時期はあっという間、今や高速ハイハイと伝い歩きで家中を移動して、飼っている
老猫を追いかけては毛をむしっています。
あまりにもギュッと毛を根こそぎ持っていくので、老猫にはとっても嫌われていますが、意に介さず得意げな顔です。

朝は５時から、鍋とボウルをカンカンとけたたましく打ち鳴らし、お寝坊のパパママを上手に起こしてくれます。
夜もうっかりうたた寝をしていたママを夜泣きで目覚めさせ、期限の迫った任務が残っていたことを思い出させてくれます。

活発な我が子にパパは「運動神経が良いのだ。」といってスポンジボールを買い与え、将来のテニス選手にすべく猛特訓を始めました。
ママもすかさず素振りの練習をさせてみましたが、ヘタな癖がつくからやめてくれと苦情が入りました。

ママは、すやすや寝入った寝顔を見ながら、こんな平和な生活が送れることに感謝をし、この子の生きる未来の平和と健康を祈ります。
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アスベスト事件の解決（曙ブレーキ工業アスベスト事件）（弁護
士　竹内　和正）
弁護士　竹内　和正

昨年末、曙ブレーキ工業株式会社を被告とする、アスベスト被害事件が、弁護団結成から約７年を経過して和解により解決しました。

僕は、この事件の事務局長を務めましたが、今年で弁護士になって７年目ですので、弁護士になってすぐに、この事件に関わったことにな
ります。
素直でかわいらしい一年生に白羽の矢がたったということです。

解決後の慰労会で、関係者の方から、「最初はこんな若造で大丈夫かと心配だったけど、竹内先生でよかった。ありがとう。」と言っても
らったそうですが（泥酔していたので覚えていません。）、こんな若造で大丈夫かと一番心配していたのは、たぶん僕です。

経験はありませんでしたが、被害の壮絶さや原告の皆さんの思いにおされ、無我夢中で被害回復に向けて取り組んできました。
この事件の解決を勇気に、今後も理不尽な目にあわされている人の救済に励んでいきたいと思います。

アスベスト被害についてお悩みの点がございましたら、いつでも当事務所もしくは埼玉アスベスト弁護団（僕は今でも素直でかわいらしい
のでこの団体でも事務局長です。）にご相談ください。

自分の生き方を決められない社会の憲法の行方（弁護士　猪股
正）
弁護士　猪股　正

参議院選挙が終わりました。
改憲派が、憲法改正の発議に必要な参議院全体の３分の２の議席をとり、今後、憲法改正に向けた動きが確実に加速していくことになりま
す。

昨年９月１９日、安倍政権は憲法に背いて戦争法を成立させました。
選挙期間中、アベノミクスが大きな成果を上げ経済は確実に上向いているなどと喧伝されましたが、実際には、世帯所得は落ち込みを続け、
中間層は減少し、貧困率は過去最悪です。
憲法に従わず、貧困と格差を拡大させている政権が、この国ではどうして存続するのだろうかと考えます。
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国際調査によると、「自分の生き方を自分で決められていますか？」という質問に、「はい」と答える割合が、日本人は６０か国中５９番
目でビリから２番目だそうです。
慶応義塾大学経済学部教授の井手英策さんは、著書「１８歳からの格差論」の中で、こう言います。
「僕はこう思うんです。自分が自分の生き方を決められてはじめて、ほかの誰かが自由を持てないことへの怒りもこみあげてくるのではな
いか、と。」。
非正規雇用が４割、共働きでも世帯所得は減り、貯蓄もない世帯が増え、安心して子育てもできず、生きるのが精一杯。自分の生き方なん
て決められない。
確かに、こんな社会に生きていれば、人の自由や平等どころではない、憲法を変えられることへの怒りも出てこないかもしれません。

自分の生き方を自分で決められない社会、そんな理不尽な社会を子どもたちに遺せません。
誰もが自分の生き方を自分で決められる、公正な社会を実現するために、あきらめず、力を合わせましょう。
そして、自由と民主主義、平和を守りましょう。

古くても価値あるもの（弁護士　古城　英俊）
弁護士　古城　英俊

大分の高校を卒業後、８回引っ越しを経験しました。引っ越しの度に、荷物を減らそうと古い物を捨ててきました。
５年前は結婚を機に家電も買い換えました。新しい物にすると気分も一新し気持ちも良くなります。

一方で、古くても未だに大切に使っているものもあります。
実家から持って来た食器や２５年以上前に父からプレゼントされた万年筆など。しっかりしたもの、良いものは長く使えます。

今の日本国憲法は、戦争の反省の下で徹底した平和主義を目指し、二度と戦争を繰り返してはいけないことを宣言しています。
戦後７０年間、私たちの平和な生活、自由な生活を支えてきたのが今の憲法なのです。

しかし、憲法９条の下では許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認する新安保法制法が制定されるなど、憲法改悪の動きが強まっ
ています。
新安保法制法は、決して私たちの暮らしを良くはしてくれません。戦後、日本は、戦争を捨て平和を目指してきたはずです。
今の憲法はとても価値のあるものです。その価値を知り、私たちを守ってくれている憲法をずっと大事にしていきましょう。
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成年後見についての法改正（弁護士　月岡　朗）
弁護士　月岡　朗

認知症等により判断能力が十分でない方に代わって財産管理をする成年後年人という方が選任されることがあります。
成年後見人は家庭裁判所で選任されますが、この成年後見人や財産を管理される成年被後見人に関して今年の４月に法律が改正されました。

改正された法律の内容の１つは、成年後見人が、家庭裁判所の許可を得て、成年後見業務に必要な範囲で、財産を管理される成年被後見人
の方宛ての郵便物を成年後見人宛に配達してもらうことができるようになったことです。
また成年後見人が成年被後見人の方宛ての郵便物を開封することができるようにもなりました。

もう１つの改正内容は、成年被後見人の方が亡くなったときに、成年後見人が、必要があるときには、成年被後見人の方の相続財産の保存
に必要な行為や、債務の弁済ができるようになったことです。
さらに家庭裁判所の許可を得た場合には、ご遺体の火葬や埋葬に関する契約を締結することができるようになりました。

現在の日本は６５歳の方が人口の２１％以上を占める超高齢社会です。埼玉県内でも、成年被後見人のご家族の方が成年後見人に選任され
ることが少なくありません。
もし、成年後見業務についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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